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発行・編集 大阪市建設局公園緑化部  

T E L : 06-6469-3853 
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〒553-0005  

大阪市福島区野田 1‐1‐86 中央卸売市場本場業務管理棟６F 

ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/ 

 

今月の紙面から 

1面  秋のローズツアー等を開催 

2面 花・みどり･公園レポート 

3面 公園愛護会紹介 

4面 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

 

大阪市内の中之島公

園、靱公園、天王寺公園、

花博記念公園鶴見緑地、

長居植物園の各バラ園

ィア 

 ＜靱公園バラ園＞（入場無料）  

10月19日(土)、20日(日) 各日とも10:30、14:30 

問合せ：西部方面公園事務所 ℡：06‐6441‐6748 

＜花博記念公園鶴見緑地ばら園＞（入場無料） 

10月21日(月)、22日(火) 各日とも10:00、14:00 

問合せ：花博記念公園事務所 ℡：06‐6912‐0650 

＜長居植物園バラ園＞（入場料 200円） 

10月22日(火)から25日(金) 4日間とも10:30 

問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117 

＜中之島バラ園＞（入場無料） 

10月26日(土)、27日(日) 各日とも10:30、14:00 

問合せ：北部方面公園事務所 ℡：06‐6312‐8121 

※ローズツアーの受付時間や定員等については、事前に各公園事務

所へお問い合わせください。 

※ローズツアーへ参加いただ

く際は、日傘等の使用は自粛

いただきますようお願いい

たします。 

※長居植物園は、中学生以下、

大阪市在住の65歳以上の

方、障がい者手帳等お持ちの

方は入園無料。（要証明書） 

各バラ園のローズツアー等の開催日に、市内バラ園ス

タンプラリーを実施します。所定の参加用紙に、2ヶ所以

上スタンプを押された方へ記念品をプレゼントします。  

なお、スタンプラリーは、各公園で開催するローズツ

アー等のイベント開催日に限定して実施します。公園事

務所の窓口では対応していません。 

※受付時間は、各公園とも10:00～16:00です。 

※記念品の数には限りがあります。 

※講習会の受付時間や定員につ

いては、事前に天王寺公園事務

所へお問い合わせください。 

※天王寺公園は、大阪市内在

住・在学の中学生以下、大阪

市内在住の65歳以上の方、

障がい者手帳等お持ちの方

は入園無料。（要証明書） 

＜天王寺公園バラのアーチ＞ 

（入場料 大人：150円、小･中学生：80円） 

10月26日(土)、27日(日) 

・バラ栽培に関する講習会 各日とも10:30、14:00 

・ポプリ教室(有料)、押し花づくり(有料)も同日開催。 

(催し内容や開催時間等は、下記問合せ先までご連絡ください。) 

問合せ：天王寺動植物公園事務所 ℡：06‐6771‐8401 

※天王寺公園では、ローズツアーは開催しません。 

「大阪バラめぐり」を地

図代わりに、各バラ園を

訪れてみてはいかがで

しょうか。 

では、バラの見頃に合わ

せ、バラの歴史や逸話な

ど、バラの魅力を再発見

いただくため、ボランテ

ィアの皆さんの協力の

下、ローズツアーや講習

会等を開催します。 

 

また、ローズツアー等

の開催日に合わせ、市内

バラ園スタンプラリー

を実施します。 

さわやかな秋空の下、

市内5ヶ所のバラ園を

紹介したパンフレット

を 

靱公園バラ園 

長居植物園ローズツアー 

中之島公園ローズツアー 

天王寺公園バラのアーチ講習会 

花博記念公園鶴見緑地ばら園ローズツアー 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南港ＡＴＣのオズパ

ークを拠点に植物を愛

する方々で「南港ガーデ

ニングクラブ」を結成し

ました。 

集まった皆さんは、技

術や知識の向上と共に、

メンバー間で交流を行

い、楽しみながら花の植

え付けや手入れなどを

行っています。 

今回は、活動の一環と

して 

して1,000本のひまわ

りを使って、ＡＴＣオズ

パークに「ひまわり畑」

を出現させる取組みを

行いました。 

展示期間となる8月

10日から18日に、満開 

のひまわりを咲かせる

ように計画が立てられ、

土づくりなどの基本的

な作業からスタートし、

種まきを行ったのちは、

日々愛情を込めて育て

てきました。 

 こうした努力の結果、

満開のひまわりが、訪れ

た人々を魅了し、好評を

得ることができました。 

 今後も、菜の花やコス

モス 

モスなど四季を通した

花づくりを行い、憩いと

潤いのあるガーデンづ

くりをめざして、取組み

を進めて行きます。 

 これからも、南港ＡＴ

Ｃに注目です。 

 港区では、6か所の「花づくり広場」が

あり、花づくりが盛んに行われています。 

中でも、築港中学校は、今春にミニ拠

点がオープンし、地域のみなさんと生徒

たち 

地
域
で
一
丸
と
な
っ
て 

 

まだまだ残暑が厳し

い中、汗を拭きながら、

バラの棘に注意し、緊張

しながらはじめて剪定

を行い、約2時間かけて 

9月10日、南海難波

駅バスターミナル前花

壇に植栽されているバ

ラ苗約150株を、中央

区ボランティア団体「緑

花中央」のグリーンコー

ディネーター(ＧＣ)11

期生が剪定作業を行い

ました。 

 

作業を終了しました。 

ＧＣの小池さんは「多

くの人に香りや花を楽

しんでいただこうとい

う思いと、私たちが行っ

た剪定でたくさんある

バラがどのように咲く

のか楽しみです。また、

少ない人数での作業は

とても大変です。いっし

ょに作業をしていただ

ける方がもっと増えれ

ばいいですね」と語って

おられました。 

 

 

（咲くのが楽しみ） 

（密集しているので大変） 

たちがビオラ・クリサンセマム・チェイラ

ンサスなど約2,000株を育てています。 

ボランティアの方々は「潮風香る港ま

ちを花いっぱいにしたい」との思いを胸

に、笑顔で楽しく作業に取組んでいます。 



貝漕
かいこぎ

愛護会長 
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淀川区には、53 の公園に愛護会があります。公園の美化保全を中心に様々

な活動を行っていただいています。その中でいくつかの愛護会を紹介します。 

山口愛護会長 

加島駅前公園は、毎月

第1・第3日曜日に愛護

会のメンバーで清掃活

動に取り組み、愛護会長

は毎朝の見守り隊終了

後に公園の清掃活動を

行っています。 

 

淀川区のマスコットキャラクター 

 

 

 

 

2回、第1・第3日曜日に 

愛護会を中心に子供会

や地域の方々と清掃活

動を行っています。 

また、今年の５月に

は、樹木の管理手法を学

ぶため、公園事務所の職

員と協働で低木の植栽

(ツツジ・ナンテン70

株) 

 東三国西公園は、毎日

の清掃活動の他に、月に

2回 

毎日がんばっています！ 

藤野愛護会長 

 住宅地に囲まれた三

津屋東公園は、子ども達

の利用が多く、笑い声が

絶えない公園です。 

 愛護会では、毎月第3

日曜日に約20人近くの

方たちが集まり、美化活

動や花壇管理を中心に

活動されています。 

愛護会長は「愛護会員

の 

の方も積極的に参加し

ていただき、助かってい

ます。また、大人が見本

となって公園を利用す

る事で、子どもたちもき

れいにしていく心をも

っていただく事を期待

し、今後も頑張っていき

たい」と語ってくれまし

た。 

ふれあい花壇を造成しました！ 
行っています。 

 今年は、刈払機の講習会を受講され、愛護会長

は「除草作業が大変楽になった。公園をきれいに

する事で、子どもたちが気持よく遊んでいる姿を 

見ると今後の活動の励

みになります。今後も地

域の公園として、安心・

安全な公園になるよう

がんばっていきます」と

語ってくれました。 

域の方々のおかげで何

とか枯らさずに管理す

る事ができました。今後

も、緑や地域住民の絆を

大切にし、快適な公園づ

くりをめざして頑張り

ます」と力強く語ってく

れました。 

株)を行いました。 

愛護会長は「夏場の水

やりが大変でしたが愛

護会副会長をはじめ地

域 

夢ちゃん 

水やり頑張りました！ 

除草作業にも力が入ります 



９日(水) 鶴 見 
10日(木) 福 島 
10日(木) 浪 速 
11日(金) 中 央 
11日(金) 生 野 
11日(金) 西 成 
15日(火) 此 花 
15日(火)  旭 
16日(水) 都 島 
16日(水) 大 正 

公園事務所名 電話番号（06） FAX番号（06） 担当行政区等 

東部方面公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く） 

真田山公園事務所 6761－1770 6761－1645 
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、 

生野区 

西部方面公園事務所 6441－6748 6441－6797 福島区、此花区、西区 

港・大正公園事務所 6571－0552 6572―1663 港区（八幡屋公園を除く）、大正区 

南部方面公園事務所 6691－7200 6691－6976 阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区 

北部方面公園事務所 6312－8121 6312－3403 北区、都島区（毛馬桜之宮公園のみ） 

十三公園事務所 6309－0008 6885－1591 西淀川区、淀川区、東淀川区 

城北公園事務所 6928－0005 6924－4209 都島区（毛馬桜之宮公園を除く）、旭区 

花博記念公園事務所 6912－0650 6913－6804 鶴見緑地 

天王寺動植物公園事務所 
6771－2740 6772－4633 浪速区、住之江区、西成区 

6771－8401 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

長居パークセンター 6694－9007 6696－7405 長居公園 

八幡屋スポーツパークセンター 6576－3460 6576－0080 八幡屋公園 

 

 

16日(水) 城 東 
17日(木) 西淀川 
23日(水)  西 

花とみどりの相談車「ひとり・ふたり･み

どり号」による花と緑の講習会のお知らせで

す。今月は下記の日程で伺います。 

時間は、いずれも14:00～16:00です。 

（参加無料、雨天決行） 

10月２日(水) 西淀川区 新佃公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月３日(木) 淀川区 塚本公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月４日(金) 東淀川区 西淡路公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月８日(火) 此花区 千鳥橋みどり公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

10月10日(木) 生野区 桃谷公園 

「秋の寄せ植え」 

10月15日(火) 東住吉区 平野白鷺公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

10月17日(木) 住之江区 西加賀屋公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月22日(火) 大正区 千島公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月25日(金) 東住吉区 駒川公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

10月31日(木) 天王寺区 五条公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

１日(火)  北 
１日(火) 東淀川 
１日(火) 住 吉 
２日(水) 天王寺 
２日(水) 平 野 
４日(金) 阿倍野 
８日(火) 住之江 
９日(水)  港 
９日(水) 淀 川 
９日(水) 東 成 
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時間:14:00～16:00 

 

月1回、区役所ロビー、会議室等で開催。詳しくは

下記の各公園事務所までお問い合わせください。 

8/20 此花区での花と緑の相談。 
グリーンコーディネーターの藤本
さんにご協力いただきました。 

7/23 八幡屋公
園（港区）での花
と緑の講習会。 

講師はグリーンコ
ーディネーターの
濱野さん。 

緑化普及広報紙「ひふみ」は 7000部発行し、1部あたりの発行単価(配布費用含む)は約６円です。 

※今月は、東住吉区役所内での花と緑の相談は耐震工事のため開催しません。ご了承願います。 

刈払機は便利な機材ですが、扱い方を間違ったり、

安全面に注意しなければ、大きな事故につながりま

す。今年の8月には、他都市で死亡事故が発生する

など、刈払機による事故の件数が多くなっています。 

ここでは、基本的な注意点を挙げています。一人

ひとりが安全意識を持つことで事故は防げます。 

安全作業6カ条 

１．安全対策のために、作業は必ず刈払機使用者と補助者の２人以上で。 

２．ケガを防止するため長袖・長ズボン、帽子、防護メガネ、手袋、履

きなれた動きやすい靴などを着用。 

３．作業を始める前に石や空き缶、ガラス瓶などを取り除く。 

４．刈刃に草が巻きついたり、機械の振動が激しくなったときは、必ず

エンジンを止める。 

５．刈刃を石や切株などに接触させない。 

６．ガソリンの給油は必ずエンジンを停止してから。 

事故防止には、安全作業を心掛ける作業者の心構えが大切です。 


